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地域共生情報2001年10月号　「小規模社会福祉法人」を学ぶ

社会福祉事業法の改正と小規模社会福祉法人
昨年、社会福祉事業法が改正され、「居宅介護事業」などに関する社会福祉法人となるための資産要件が従来の１臆円から１千万円に下げられました。

それを受けて、ＮＰＯ連絡会とＭＨＷでは、去る４月に「小規模社会福祉法人学習会」を開催し、大きな反響がありました。その学習会での説明・資料を下記に紹介します。
注：以下は、同学習会の内容をまとめた（特）ボランタリーネイバーズの季刊誌「ボラネイ☆キャラバン」創刊準備豪の特集記事から、了解を得て抜粋して記載しています。ＮＰＯ法人との比較など詳しくは、同誌をご覧下さい。

●問合せ　ボランタリーネイバーズ　TEL　052-979-6446　FAX　052-979-6448

社会福祉事業法改正と設立要件の緩和

　社会福祉法人の設立許可等について、平成12年法律第111号「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律」が公布・施行されました。この法律の趣旨である社会福祉基礎構造改革推進を踏まえ、社会福祉法人の公益性を維持できる範囲内で、設立要件の緩和、自主的な経営基盤の強化及び事業経営の透明性の確保を図るため、

　①地域におけるきめ細かな福祉活動を支援するための資産要件の緩和

　②役員が経営責任を負える体制を確立するための役員執行体制の見直し

　③財務表の閲覧等、法人の運営に関する情報の開示の推進

などの改正が行われ、社会福祉法人の設立の認可を行う際の審査基準が新たに定められることになりました。
社会福祉法人設立審査基準で主に何が変わったか？

厚生省が平成12年12月１日に通知した「社会福祉法人の許可について」を元にしながら、社会福祉法人設立の審査基準の主な改正点を以下に記しておきました。

１資産要件の緩和について

　社会福祉法人は、社会福祉事業を行うために必要な資産を備えなければなりません（法第24条）。資産には「基本財産」「運用財産」「公益事業財産」「収益事業財産」の４つに区分されます。その内の基本財産の要件が以下のように緩和されました。

· 以下、『社会福祉法人の許可について』の中の、「第２　法人の資産」の　「１　資産の所有等」の「(2)特例」部分、　「第２　法人の資産」の「２　資産の区分」の「(1)基本財産のエ」部分をご覧下さい。
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	法人区分
	社会福祉事業区分
	土地
	建物
	その他資産
	その他要件
	施行日

	設立

既設法人
	特別養護老人ホームの設置
	賃貸も可
	法人

所有
	－
	地上権又は賃貸権の設定・登記。

賃借料は無料又は極力低額。

長期間安定的に支払う能力があること。
	平成12年8月22日

	設立
	小規模な障害者通所授産施設の設置

･･･（A）
	賃貸も可
	賃貸も可
	1,000万円（現金、預金、有価証券、不動産）以上
	５年（NPO法人は３年）の経営実績

地方公共団体又は、民間社会福祉団体からの委託又は助成（過去の実績でも可）
	未施行

	＊既設法人
	身体障害者福祉ホームの設置
	賃貸も

可
	法人

所有
	－
	＊既設法人は身体障害者構成援護施設を経営している法人に限定。

地上権又は賃貸権の設定・登記。

賃借料は無料又は極力低額。

長期間安定的に支払う能力があること。
	平成12年9月８日

	既設法人
	通所施設の設置
	賃貸も

可
	賃貸も可
	－
	地上権又は賃貸権の設定・登記（①）。

賃借料は適正な額以下。

安定的に支払い得る財源の確保。
	平成12年9月８日

	設立
	居宅介護等事業（ホームヘルプ事業）の経営　･･･（B）
	－
	－
	1,000万円（現金、預金、有価証券、不動産）以上の基本財産
	５年（NPO法人は３年）の経営実績

地方公共団体又は、民間社会福祉団体からの委託、又は助成又は指定居宅サービス事業者の指定

一都道府県の区域内においてのみ事業実施
	平成12年9月８日


（①）安定的な事業の継続性の確保が図られると判断できる場合は、登記不要。

　　　　　　　　　　　　　　　(Ａ)（Ｂ）については、通達内容をｐ4．ｐ6．で別途紹介しています。
２役員執行体制の見直しについて

　社会福祉法人は、「理事」「監事」「評議員」の三の機関によって運営されています。「経営責任を負える体制づくり」「民主的・適正な運営」に着目し、以下の点が見直されています。

居宅介獲等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件等
以下は、平成12年12月１日に厚生省が通知した上記名称の通知書を同じくアレンジしたものです。社会福祉施設を経営しない法人については、一般に設立後の収入に安定性を欠くおそれがあり、設立時において事業継続を可能にする財政基盤を有する必要から、原則１億円以上の資産を基本財産として有していなければならないとしてきました。しかし、居宅介護等事業（いわゆるホームヘルプ事業）については各地域においてきめ細かい福祉活動の展開に大きく寄与していることを認識し、今般居宅介護事業の経営を目的として法人を設立しようとする場合の必要な資産要件が下記のように定められました。こちらも介護保険の指定居宅サービス事業者の指定や自治体からの委託など活動実績のある団体を前提としています。
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１．居宅介獲等事業の経営を目的として法人を設立する場合の資産要件等

居宅介護等事業（*）の経営を目的として法人を設立する場合においては、次に掲げる要件を満たしていれば、1,000万円以上に相当する資産（現金､預金､確実な有価証券又は不動産に限る。以下同じ｡）を基本財産とすることで足りるものとする。



＊居宅介護事業に含まれる事業とは･･･

１）児童居宅介護等事業　　　　　２）母子家庭居宅介績等事業　　３）寡婦居宅介護等事業

４）父子家庭居宅介護等事業　　５）老人居宅介護等事業　　　　　６）身体障害書居宅介護等事業又は

知的障害者居宅介護等事業をいう。以下同じ

①５年以上にわたって、居宅介護等事業の経営の実績を有しているとともに､地方公共団体からの委託、助成又は介護保険法(平成9年法律第l23号)に基づく指定居宅サーピス事業者の指定を受けていること｡

（特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第２条第２項に規定する特定非営利活動法人の場合又は当該居宅介護等事業の事業所の所在地の市町村長が法人格を取得することについて推薦をした場合には３年）以上の実績とする。

②一つの都道府県の区域内においてのみ事業を実施すること｡
２．居宅介護等事業を経営する事業と併せて行うことができる事業の範囲

１．に掲げる要件を満たすものとして設立された法人は、居宅介護等事業の経営のみを行うことを原則とするが、次に掲げる事業については、居宅介護等事業の経営と併せて行うことができるものとすること。



①障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業及び精神障害者地域生活支援センターを経営する事業

②児童デイサービス事業、老人デイサービス事業、身体障害者デイサービス事業及び知的障害者デイサービス事業

③小規模通所授産施設（祉会福祉法施行令（昭和33年政令第185号）第1条の規定により社会福祉事業とされる通所施設）を経営する事業（居宅介護等事業の経営を目的として法人を設立後､当該居宅介護等事業の経営の実績が３年以上であることを要するものとする｡）
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